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急増する輸⼊貨物への対応（背景①）

○ 輸⼊申告件数は年々増加。越境の電⼦商取引（EC）
の利⽤拡⼤に伴うもの。

○ 航空貨物は、通販貨物の取扱件数が急増。フルフィルメン
トサービス（FS︓電⼦商取引における倉庫保管・配送等を
代⾏するサービス）を利⽤した貨物の輸⼊も⽬⽴つ。

○ 海上貨物は、近隣アジア諸国からの通販貨物が増加。

背 景

販売者
（仕出⼈）

購⼊者
（輸⼊者）

税関

海外 国内

②物流業者を通じた運送

輸⼊許可

①インターネット通販サイト上で注⽂

購⼊者
（輸⼊者）

税関

海外 国内

①物流業者を通じた運送

販売者
（仕出⼈） 物流倉庫

③配送

税関
事務管理⼈

通販貨物︓ インターネット通販サイトを通じて海外の販売者
等により販売され、国内の購⼊者に直接配送
される貨物

FS利⽤貨物︓ ECプラットフォーム事業者(※)等が提供するフルフィルメント
サービス（倉庫保管、配送等のサービス）を利⽤して国内で
販売することを予定して輸⼊される貨物
(※)インターネット上で商取引の場を提供する事業者

輸⼊許可

選任
フルフィルメント
サービス(FS)

(単位︓万件)

上半期

②インターネット通販サイト上で注⽂

販売者
（輸⼊者）

※⾮居住者も
輸⼊者となることが可

対前年
同期⽐
224％

対前年
同期⽐
116％



2

○ 航空貨物等による不正薬物や知的財産侵害
物品の密輸が多数摘発。

○ FS利⽤貨物については、
－⾮居住者が輸⼊実績のある国内居住者の名

義を勝⼿に使⽤する、いわゆるなりすましにより
輸⼊を⾏う事案が発⽣。

－輸⼊の時点では売買が成⽴しておらず取引価
格が存在していない中で、インボイスに記載し
た不当に低い価格で輸⼊申告し、関税等をほ
脱する事案が顕在化。

急増する輸⼊貨物への対応（背景②）

○ 輸⼊貨物が急増する中、円滑な輸⼊を引き続き確保し、⽔際取締りの実効性の確保及び適正な
課税の実現のため、通販貨物、FS利⽤貨物といった「輸⼊貨物の類型」を考慮したリスク管理等が可
能となるよう、制度の⾒直しが急務。

通販貨物
（ＢtoＣ）

（C toＣ）

（ＢtoＢ）

インターネット通販サイトを通じて海外の
販売者等により販売され、国内の購⼊
者に直接配送される貨物

事業者間の輸⼊取引により輸⼊される
貨物

個⼈から個⼈に向けて配送される貨物

FS利⽤貨物
（ＢtoＢto C）

フルフィルメントサービス（FS）を利⽤
する貨物

ज
भ
他
︵
従
来
貨
物
︶

＜輸⼊貨物の類型＞
背 景
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改正検討項⽬①︓輸⼊申告項⽬の追加
現⾏制度の概要
 貨物を輸⼊しようとする者は、必要な事項を税関⻑

に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を
受けなければならない。

改正の⽅向性
 輸⼊申告項⽬に以下を追加。
・「通販貨物に該当するか否か」（ECプラットフォーム

(※)を利⽤して販売した通販貨物の場合は、「ECプ
ラットフォームの名称」を含む。）

・「国内配送先」
(※)インターネット上の商取引の場

改正の必要性
 現⾏の輸⼊申告項⽬では、通販貨物やFS利⽤貨物

であることが把握できず、税関が審査・検査を⾏うべきハ
イリスク貨物の絞り込みに限界。

⇨ 通販貨物やFS利⽤貨物を、申告情報（FS利⽤貨
物は輸⼊後の配送先）から特定し、これらの貨物を含
む「輸⼊貨物の類型」を考慮したリスク管理に基づくメリ
ハリのある審査・検査を実施する必要。

【現⾏の輸⼊申告項⽬（政令上明記されているもの）】
 貨物の品名、数量及び価格
 貨物の原産地及び積出地、仕出⼈の住所及び⽒名
 貨物を積んでいた船舶⼜は航空機の名称
 貨物の蔵置場所 等

 ⾮居住者である輸⼊者が、いわゆる「なりすまし」に
より不適切な輸⼊を⾏っている場合等がある。

⇨ 取引の実態を把握している者が「輸⼊者」として確
実に申告されることが適当。「輸⼊者」を偽って輸⼊
する⾏為が虚偽申告輸⼊罪の対象となれば、こうし
た不適切な輸⼊に対する防圧効果も⾒込まれる。

 現在、輸⼊申告書の様式で記載を求めている「輸
⼊者の住所及び⽒名」を政令上の輸⼊申告項⽬
に追加。
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改正検討項⽬②︓税関事務管理⼈制度の⾒直し

 ⾮居住者が⾃ら輸⼊者となりFS利⽤貨物を輸⼊する場合、輸⼊申告等の事務を処理させるために、国内に住
所等を有する者を税関事務管理⼈として定め、税関⻑に届け出る必要。
(※) 税関事務管理⼈が処理する事務︓税関から受領した書類の⾮居住者への送付、貨物検査への⽴会い、関税の納付等。

①⾮居住者が税関事務管理⼈を定めず、取引実態を把握していない国内居住者に輸⼊の代⾏を依頼する場合や、
②輸⼊許可後に税関事務管理⼈が解任されて事後調査時には定められていない場合等に、
申告内容や取引詳細が⼗分に確認できない。

● 税関⻑が⾮居住者等に税関事務管理⼈の選定・
届出等を要請し、⾮居住者が期限までに要請に応じ
ない場合に、税関⻑が、⾮居住者の⼀定の国内関連
者を税関事務管理⼈として指定することを可能とする
等の規定の整備を⾏う。

（※）指定された税関事務管理⼈が処理する事務︓
税関と⾮居住者の間における書類の受領及び送付・提出。

⇨ 適切な者が税関事務管理⼈として届出され、⼜は
指定できるよう、税関への届出時に、⾮居住者の事業、
委任関係等の情報が提供されることが必要。

 税関事務管理⼈の政令上の届出項⽬に以下を追加。
・「届出者(⾮居住者)の事業」
・「届出者(⾮居住者)と税関事務管理⼈との関係」 等
 届出を⾏う⾮居住者に対して、税関事務管理⼈との

委任関係を証する書類の提出を求める。
【現⾏の届出項⽬（政令上明記されているもの）】
 税関事務管理⼈の住所及び⽒名
 税関事務管理⼈を定めた理由

⇨ 税関事務管理⼈の指定等を通じて、税関が⾮居
住者に連絡できるようにすることで、審査や事後調査
の実効性を⾼めることが必要。

現⾏制度の概要

改正の⽅向性

改正の必要性
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国内便宜者の中から指定

特定税関事務管理⼈制度の利⽤例

購入者
（輸入者）

海外 国内

②インターネット通販サイト上で注⽂
販売者

（仕出⼈）

③配送

物流倉庫

①物流業者を通じた運送

輸⼊許可

税関

現状︓⾮居住者が税関事務管理⼈を
定めず、名義を貸すのみで取引
の実態を把握していない国内
居住者に輸⼊の代⾏を依頼

連絡

今後︓税関事務管理⼈を通じた
連絡・申告内容の確認が
可能

特定税関事務管理⼈

・⾮居住者と特殊な関係を有する者
・⾮居住者と契約により密接な関係を有する者
・⾮居住者が利⽤するECプラットフォーム事業者

等

申告内容等が
確認できない輸⼊の代⾏

を依頼

販売者
（輸入者）

（注）税関事務管理⼈が解任されている場合も同様。

輸入者

連絡

※⾮居住者も
輸⼊者となることが可


